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市民企画講座の概要                                                            

平成 25 年度からの第 3 次小牧市生涯学習推進計画において、「企画運営に市民が携わる

ことで、市民ニーズにあった講座内容となることと、生涯学習の成果を生かすことのでき

る人材の育成も期待できる」と記された。  

平成 29 年 3 月策定の小牧市教育振興基本計画においても、「基本目標の豊かな人生を支

える生涯学べるまちづくり」の具体的な取組として、学びたい市民と学んだことを活かし

たい市民が、まなびを通してつながることで、生涯学習活動のきっかけづくりとなること

を期待し、市民企画講座を開設しています。  

市 民 企 画 講 座 と は  

市民企画講座は、市民と文化財団と市が協働し、市民が主体となって行う講座です。個

人・団体・サークルの方が仕事や趣味などで培った知識や技能などの学習成果を活かして、

自ら講座を企画・運営し、市民の皆さんに提供していただきます。  

目  的  

 市民の力で“であい、まなびあう”場をつくります。  

 市民の学習成果を“いかす”場とします。  

 市民の学びを“つなげる”場となります。  

募集する講座について                                                  

講 座 内 容  

歴史･文学･文化･芸術・健康などジャンルを問いません。  

 

【対象となる講座】 

 市民のまなびに関するもの  

 広く市民を対象とするもの  

※  講座内容によって親子や高齢者などに対象を絞ることは認められます。 (18 歳未

満の子どものみ対象は不可 ) 

 仕事や趣味などで培った知識や技能を活かしたもの  

 講座を通して受講者同士や地域とのつながりを広めることができるもの  

【対象とならない講座】 

 特定の宗教を支持するなど、宗教活動とみなされるもの  

 特定の政党を支持するなど、政治活動とみなされるもの  

 企業・法人の企画したもの  

 物品の販売・斡旋など営利を目的としたもの  

 特定の市民のみを対象としたもの  
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 18 歳未満の子どものみを対象としたもの  

 公序良俗に反するもの  

開 催 条 件  

講座時期  後期：令和７年１１月～令和８年３月        

 

講座回数  

3 回から 6 回 

※  週 1 回コース・月 2 回コース・月 1 回コースのいずれかとします。  

※  各講座の開催曜日・開催時間・開催場所は原則固定とします。  

 

 

開催時間  

午前の回 :  9 時 30 分から 12 時 00 分 

午後の回： 13 時 30 分から 16 時 30 分 

夜間の回： 18 時 00 分から 21 時 00 分 

※上記の時間帯の中で 90 分～ 120 分(料理講座は 180 分／夜間は 120 分 ) 

 

 

 

 

募集講座数  

それぞれ下記の数の講座を募集・採用する予定です。  

 

施  設  講座数  

こまなびサロン（小牧市公民館・中部

公民館・創垂館・オンライン講座も可

能） 

１２講座程度  

味岡市民センター  ５講座程度  

東部市民センター  ３講座程度  

北里市民センター  ３講座程度  

※応募の際、開催場所の希望をお受けしますが、調整により変更に

なる可能性があります。  

※会場は他の公共施設を使用する場合があります。  

 

講座定員  
10 人以上 

講師として採用された場合でも、受講申込者が 10 人未満の講座は中

止となります。  

 

謝     礼 
5,000 円/回 

※  団体での企画や、助手がいる場合でも 5,000 円 /回となります。  

 

【講師が行うこと】 

 講座の企画  

 講座に伴う教材の用意や資料の作成  

 講座の運営 (会場設営及び片付け、受講者の出欠席の確認等 ) 

 講座報告書の提出  
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【施設が行うこと】 

 講座開催場所の確保  

 講座開催場所の施設使用料・附属設備使用料の負担  

 受講者の募集・受付  

 講座に伴う資料の印刷等の補助  

 受講料・教材費の徴収  

 託児の依頼と謝金の支払い、及び利用する受講者の申込受付  

 講師謝礼の支払い  

 講座終了時のアンケートの実施・集計  

【緊急時の対応】 

 講師の体調不良や、やむを得ない事情により、講座が実施できない場合は、講座を中止

します。その際は、各施設から受講者へ連絡します。中止した講座は、講師と各施設とで

協議し、後日開催する可能性もあります。  

応 募 条 件  

こまき市民文化財団生涯学習市民講師に登録している方  

※  個人・団体 (同好会・サークル )を問いません。  

※  1 講師 1 講座まで応募できます。  

※  連続での採用はありません。前回採用された講師は応募できません。  

【こまき市民文化財団生涯学習市民講師とは】  

 教育・文化・スポーツ等の各分野において知識・技能及び指導力を有し、これらを市民

の生涯学習に活かす活動を行う講師です。登録した講師は、市民からの依頼に応じて講座

等を行うこととなります。  

※  以下の項目に該当する場合は登録できません。  

 情報の公開及び提供することを承諾しない場合  

 特定の宗教を支持するなど、宗教活動とみなされる場合  

 特定の政党を支持するなど、政治活動とみなされる場合  

 物品の販売・斡旋など営利を目的とした場合  

  暴力団員や暴力団関係者と認められた場合  

  暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められた

場合  

  その他、施設が登録に値しないと認められた場合  
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【登録方法】  

 こまき市民文化財団生涯学習市民講師登録申請書を、こまなびサロンへ直接提出してく

ださい。提出時に簡単な面接を行います。  

※  登録申請書はこまき市民文化財団ホームページ（生涯学習情報サイトこまなび）から

ダウンロードできます。  

応募について                          

【提 出 方 法】  

募集期間中に下記の必要書類をこまなびサロンへ提出してください。  

提出時に簡単な面接を行いますので、事前に電話で予約をお願いします。  

  (※団体での応募の際は、必ず講師役・代表者両人ともにお越しください。 ) 

 

【募 集 期 間】  令和７年２月１日（土）～２月２８日（金）（月曜日を除く）  

 

【提 出 書 類】  

 講座企画書  

講座企画書はこまき市民文化財団ホームページ（生涯学習情報サイトこまなび）から

ダウンロードできます。  

            コチラから 

 

 

 こまき市民文化財団生涯学習市民講師登録申請書 (すでに登録済みの方は必要ありま

せん ) 

 その他経歴や活動をＰＲする資料があれば提出してください。  

選 考 に つ い て  

  

面接と書類審査で選考を行います。応募資格を満たし、講座内容が実施可能と判断した

講座、市民企画講座としての目標を達成可能と判断した講座を採用します。  

※  面接と書類審査、講座内容に高い質が認められても、講座内容の分野・ジャンルのバ

ランスをとるために、採用をお断りする場合もあります。  

※  より多くの方に講師をチャレンジいただくために、小牧市の市民企画講座に採用実績

のない方を優先して採用する場合があります。  

※  採用するにあたり、財団や市から要望や条件を添える場合があります。  

※  採用・不採用の結果に対するお問合せには、応じません。  

 

採用結果は募集期間終了後１か月以内に文書でお知らせします。 
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採 用 後 の 流 れ  

 

 

市民企画講座の目標  

 市民企画講座は、講座を通じて地域社会の生涯学習活動・協働につながることを目

標としています。講座終了後は、学んだ成果の発表や、サークルの立ち上げなど、講座

での知識・経験を地域社会の生涯学習活動につなげてください。  

例えば学んだ成果の発表として……  

歌の講座   →  こまなびフェスティバルでの発表  

手芸の講座  →  作品展示  

園芸講座   →  地域 3 あい事業で園芸教室を行う   など  

受講申込者が定員を超えた場合は抽選

となります。※市内在住・在勤・在学者

が優先されます。 

受講申込者が 10 人未満の講座は開

講中止となります。  

（一財）こまき市民文化財団 こまなびサロン  

〒 485-0041 小牧市小牧二丁目 107 番地 小牧市公民館３階 

9 時 00 分～ 17 時 00 分  月曜定休  

電話  0568-77-8269   

Mail komanabi＠ komaki-bunka.or.jp 

講座内容の詳細の調整  

受講者を募集  

後期  ９月  

募集締切後、開講の決定  


